
選挙投票立会人候補者募集要領 

 

１ 概要 

吉備中央町選挙管理委員会では、多くの皆さんに政治や選挙に関心を持って

いただき、親しみのある投票所づくりをめざして、選挙の各投票所における投

票立会人を募集します。 

 

２ 投票立会人の業務 

投票立会人の業務は、主に次のとおりです。その他の詳細については、選任

後、選挙管理委員会から送付される手引きをご確認ください。 

(1) 投票事務が公正に行われることの確認 

(2) 投票人が投票所に入場してから投票用紙を間違いなく投票箱に入れ、退

場することの確認 

 

３ 立会期日等   

区分 選挙当日 期日前投票 

立会期日 投票日当日 期日前投票期間のいずれか 

立会時間 午前 7 時から午後 6 時まで 午前 8 時 30 分から午後 8 時まで 

立会場所 原則ご自身の投票区の投票所 選挙管理委員会の指定する投票所 

報酬の額 日額 12,000 円 

※1 集合時刻は、別途通知します。 

※2 選挙当日の投票立会人のうち１人は、投票終了後、開票所への投票箱等

の送致に同行していただく場合があります。 

※3 規定の所得税を源泉徴収します。 

 

４ 応募資格 

次の要件を全て満たす方 

(1) 吉備中央町内に住所を有し、選挙人名簿に登録されている方 

(2) 満 18 歳から満 65 歳までの方 

(3) 選挙権の欠格事項に該当しない方 

(4) 投票立会人に選任された場合は、指定された日時、場所に必ず集合し、

有権者の代表として責任をもってその職務を果たせる方 

 

５ 申込方法 

「選挙投票立会人候補者登録申込書兼誓約書」に必要事項をご記入の上、吉

備中央町選挙管理委員会事務局へ提出してください。（郵送可） 

申込書兼誓約書の様式は、町公式ホームページからもダウンロードできます。 

 

６ 募集締切 

令和 7 年度の募集の締切りは、令和 7 年 5 月 8 日（木）です。 



 

７ 登録期間 

登録期間は、登録した日に属する年度から起算して 5 年を経過する年度の末

日までです。 

ただし、登録期間中であっても、次に掲げる事項に該当した場合は、登録を

抹消されます。 

(1) 満 70 歳に達したとき 

(2) 吉備中央町の選挙人名簿から登録を抹消されたとき 

(3) 投票立会中に著しく不適当な言動や行動があったことを確認したとき 

 

８ その他 

(1) 応募された方については、応募資格等を確認の上、投票立会人候補者と

しての登録を行います。 

(2) 国政、県政又は町政選挙執行の都度、登録された方へ立会の意向等を確

認し、投票立会人候補者の中から管理委員会が選任し通知します。 

(3) 候補者多数の場合、または、同一の政党その他の政治団体に属する方が

複数となる場合は、投票立会人に選任されないこともありますので、予め

ご承知ください。 

(4) 応募により取得した個人情報は適正に管理し、投票立会人候補者への登

録以外の目的には使用しません。 

 

９ お問合せ先 

  〒716-1192 

岡山県加賀郡吉備中央町豊野１－２ 

吉備中央町選挙管理委員会事務局（賀陽庁舎総務課内） 

  電話 0866-54-1313  

 

投票立会人候補者募集に関するＱ＆Ａ  

Ｑ１：投票立会日には、どのような服装で行けばいいのですか？  

→  普段通りの服装で結構ですが、著しく派手なものや露出の多いもの等、

投票する方に不審を抱かれるような服装はご遠慮ください。また、投票所

は出入口を開放しているものの、冷暖房装置の十分でない場合もあります

ので、寒暖の調節のできる服装でお越しください。  

Ｑ２：投票立会時間中に自宅に帰っていいですか？  

→  立会時間中は、投票所から外出することはできません。休憩や食事は投

票所内で取っていただくこととなります。  


